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「⼗勝川中流部川づくりワークショップ」
（H22.7⽉〜H24.3⽉）

基本方針を引継ぎ

⼗勝川中流部市⺠協働会議
立ち上げ（H24.8⽉）

「自分たちが決めた川づくり案を
自分たちが責任を持って進める」
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⼗勝川中流部川づくりWS
期間：平成22年7⽉〜平成24年3⽉（計12回のWS※準備会2回含む）
主催：帯広開発建設部
目的：⼗勝川中流部での河川整備において、自然環境に配慮

しつつ、地域と一体になった川づくりを行うため、地
域住⺠との合意形成を目指し、「⼗勝川中流部川づく
り（案）」を作成

H23.7.9第7回WS現地見学会 H23.10.23第8回WSグループ討議
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⼗勝川中流部市⺠協働会議
構成：地域住⺠・市⺠団体・行政
目的と役割：

・WSの基本方針を引き継ぎ、協働（地域住⺠・市⺠団
体・行政）で⼗勝川中流部川づくり（案）に沿って
川づくりを進める

・報告会の開催等により、川づくりに関わる意見や要望
を検討する場を提供

H24.7.25現地見学H24.8.21第1回報告会 4
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十勝川中流部市民協働会議について⼗勝川中流部市⺠協働会議概要図解
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十勝川中流部市民協働会議についてPDCAサイクルによる活動推進図解



7

十勝川中流部市民協働会議について事務局の役割図解



⼗勝川中流部市⺠協働会議』規約
第１条（名称）
本会の名称は、十勝川中流部市民協働会議（以下、会議と言う。）と称する。

第２条（目的）
１）十勝川中流部川づくりワークショップ（H22.7-H24.3）の基本方針を引き継ぎ、地域住民、市民団体、行政が協働で、十勝川中流部川づくり（案）
に沿って川づくりを推進していくこと。
２）十勝川中流部を十勝地域住民の共同財産として、その自然環境を保全・復元・利活用していくこと。
３）地域住民、市民団体、行政が地域の自然環境復元のためのパートナーとして積極的に協働し、相互の理解・協力関係を構築し、将来的に地域住民、市
民団体のパワーを恒常的に行政施策に活かしていくこと。

第３条（メンバー）
当会議の主旨に賛同し、自発的に参加する人で構成する。参加、退会は自由とする。

第４条（代表）
代表は、参加メンバーの互選により決定する。任期は１年とし再選を妨げない。

第５条（事務局）
当会議の事務局は十勝川インフォメーションセンターにおく。
連絡先：電話番号0155-22-2160 FAX番号0155-22-2991

第６条（活動内容）
参加者（団体）の自主的企画および会議の企画により、次の活動を実施する。
１）地域との連携・調整
川づくり（案）に沿って、工事が行われているかの確認
利活用方法・整備内容等の調整・確認
その他、十勝川中流部の環境保全・復元・利活用に関する活動
会議の活動は十勝川中流部の川づくりが終了するまでとし、その後の活動継続については改めて検討することとする

第７条（会議）
会議は必要に応じて、代表が招集するものとする。

第８条（会計）
活動実施にむけ、次の収入により運営する。
１）寄付金（随時）

第９条（細則）
その他の細則については別途、協議する。

第10条（施行）
この規約は平成24年8月21日より施行する。
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